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      新総合文

書システ
ム更新 

    

ガイドラインの提示→各実施機関による関係規程整備 

9/6第１回
検討会 
・現状説明 
・骨子案 等 

検討会委員調整・内諾 

条例制定に向けた実施機関との事前調整 

第２回
検討会 

第３回検討会 

常任委員会（議会） 
報告(目標) 

パブリック
コメントの
実施 

職員への周知及び研修(ガイドラインに則って改正された新たな関係規程による文書管理) 

第４回検討会 
・最終案検討 

6月議会条例案提出
(目標) 

条例制定に向けた実施機関との調整 

職員への周知 

（仮）公文書管理委員会 
・条例施行規則、ガイドライン等検討 

条例制定後における実施機関との調整 

4月条例施行
(目標) 

ガイドラインに則って改正された新たな関係規程による文書管理の実施           職員への文書管理に関する研修の実施 

条例制定に向けた庁内調整 

ガイドラインに則った関係規程による文書管理の実施 


